
議第 47 号 

下呂市農林漁業体験施設条例の一部を改正する条例について

下呂市農林漁業体験施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

平成 31 年２月 25 日提出 

下呂市長  服 部 秀 洋 

  提 案 理 由

公の施設の見直し方針に基づき、平成 31 年３月 31 日をもって下呂市金山森林総合利

用促進施設（ひだ金山の森キャンプ場）を廃止するため、当該条例の一部を改正するも

の。 



下呂市農林漁業体験施設条例の一部を改正する条例 

下呂市農林漁業体験施設条例（平成17年下呂市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

名称 位置 名称 位置 

下呂市まるかりの

里 

下呂市久野川1263

番地 

下呂市まるかりの

里 

下呂市久野川1263

番地 

下呂市金山森林総

合利用促進施設 

下呂市金山町弓掛

515番地 

下呂市フィッシングセンター水辺の館

の項 （略） 

下呂市フィッシングセンター水辺の館

の項 （略） 

別表（第13条関係） 別表（第13条関係） 

下呂市まるかりの里 （略） 下呂市まるかりの里 （略） 

金山森林総合利用促進施設 

施設区

分 

使

用

区

分 

単位

使用料金 

摘

要 

上限 下限

休養棟 １

棟 

１回 190,

280

円

500

円

バンガ

ロー 

１

棟 

１回 29,8

20円

500

円

キャン

プ 

１区

画 

9,25

0円

500

円

準オー

トキャ

ンプ 

１区

画 

10,2

80円

500

円



改  正  後 改  正  前 

オート

キャン

プ 

１区

画 

11,3

10円

500

円

パター

ゴルフ 

１人 1,02

0円

500

円

バーベ

キュー

棟 

１区

画 

5,14

0円

500

円

下呂市フィッシングセンター水辺の館 （略） 下呂市フィッシングセンター水辺の館 （略） 

附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 



【参考資料】 

下呂市農林漁業体験施設条例の一部を改正する条例要綱 

１．改正理由 

公の施設の見直し方針に基づき、平成 31 年３月 31 日をもって下呂市金山森林総合

利用促進施設（ひだ金山の森キャンプ場）を廃止するため、当該条例の一部を改正す

るものです。 

２．概要 

(１) 下呂市金山森林総合利用促進施設を下呂市農林漁業体験施設から除外します。 

（第２条、別表関係） 

(２) この条例は、平成 31 年４月１日から施行します。                   

（附則関係） 


